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ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
Ｅ
Ｕ
や
米

国
な
ど
民
主
主
義
陣
営
の
結
束
を
固
め
る
一
方

で
、
強
権
・
権
威
主
義
的
な
国
家
に
よ
る
戦
争
の

恐
怖
も
突
き
つ
け
た
。
米
ソ
冷
戦
後
、
西
欧
的
な

リ
ベ
ラ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
自
由
民
主
主
義
）
の

価
値
観
は
暫
時
、
広
が
っ
て
い
く
と
思
っ
て
い
た

が
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
れ
は
楽
観
的
な

幻
想
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
権
威
主
義
的
な
価
値
観

に
対
抗
で
き
る
の
か
、
不
安
が
募
る
。

　

世
界
各
国
の
民
主
主
義
の
動
向
を
調
査
し
て
き

た
Ｖ

－

Ｄ
ｅ
ｍ
研
究
所
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
が
毎

年
発
表
し
て
い
る
調
査
報
告
書
の
二
〇
二
二
年
版

は
「
世
界
の
民
主
主
義
の
レ
ベ
ル
は
（
ベ
ル
リ
ン

の
壁
が
崩
壊
し
た
）
一
九
八
九
年
の
レ
ベ
ル
に
ま

で
後
退
し
た
」
と
警
鐘
を
な
ら
し
た
。
報
告
書
に

よ
れ
ば
、
権
威
主
義
体
制
の
国
は
九
〇
カ
国
（
世

界
人
口
七
割
）。
民
主
主
義
体
制
の
国
は
八
九
カ

国
（
同
三
割
）。
民
主
主
義
体
制
の
国
の
中
で
も
、

法
の
支
配
や
個
人
の
権
利
が
守
ら
れ
て
い
る
リ
ベ

ラ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
国
は
、
二
〇
一
二
年
に
は

四
二
カ
国
あ
っ
た
の
に
、
二
〇
二
〇
年
に
は
三
四
カ

国
（
同
一
三
％
）
に
減
っ
た
。
全
世
界
で
民
主
主

義
が
後
退
し
た
国
は
三
三
カ
国
（
同
三
六
％
）
あ
る
。

◇　
　
　
　
　

◇

　

民
主
主
義
の
後
退
は
日
本
も
他
人
事
で
は
な
い
。

報
告
書
が
使
用
す
る
自
由
民
主
主
義
指
標
（
Ｉ
Ｄ

Ｌ
指
標
）
の
評
価
で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
中
で

は
平
均
値
以
下
で
、
二
〇
一
〇
年
と
二
〇
二
〇
年

を
比
較
す
る
と
後
退
基
調
に
あ
る
。
評
価
を
下
げ

散 射 韻

批
判
す
る
言
論
は
止
ま
な
い
。
有
権
者
に
「
静
か

に
黙
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
制
す
る
危
険
な
理
論

だ
。
民
主
主
義
を
維
持
す
る
た
め
に
は
警
鐘
を
鳴

ら
し
続
け
、
意
義
を
唱
え
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

◇　
　
　
　
　

◇

　

一
方
で
、
民
主
主
義
の
過
剰
な
理
想
化
や
過
信

に
も
気
を
つ
け
た
い
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
に

「
イ
ラ
ク
の
民
主
化
」
を
掲
げ
政
権
を
倒
し
た
イ

ラ
ク
戦
争
は
、
ア
メ
リ
カ
の
過
剰
な
民
主
主
義
の

過
信
と
押
し
つ
け
が
生
ん
だ
惨
劇
だ
。

　

ロ
シ
ア
の
戦
勝
記
念
日
で
あ
る
五
月
九
日
の

プ
ー
チ
ン
氏
の
演
説
で
「
ア
メ
リ
カ
は
、
特
に
ソ

ビ
エ
ト
崩
壊
後
、
自
分
た
ち
は
特
別
だ
と
言
い
始

め
た
。
そ
の
結
果
、
全
世
界
の
み
な
ら
ず
、
従
順

に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
衛
星
国
に
も
、
屈
辱

を
与
え
た
」
と
発
信
し
た
。
こ
れ
に
う
な
ず
い
た

国
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
プ
ー
チ
ン

氏
の
戦
争
は
侵
略
戦
争
で
あ
り
、
明
確
な
戦
争
犯

罪
で
あ
る
。
民
主
主
義
陣
営
の
過
ち
を
持
ち
出
し

て
「
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
論
」
を
振
り
か
ざ
す
の
は

誤
り
だ
。
だ
が
、
権
威
主
義
と
戦
う
た
め
に
は
、

民
主
主
義
陣
営
の
誤
り
も
認
め
な
く
て
は
説
得
力

が
無
い
。

　

全
体
主
義
と
権
威
主
義
は
世
界
で
確
実
に
拡
大

し
て
い
る
。
民
主
主
義
陣
営
に
属
し
踏
み
と
ど

ま
っ
て
い
る
の
が
私
た
ち
だ
。
恐
怖
の
中
、
自
分

の
社
会
の
民
主
主
義
を
鍛
え
る
理
論
、
権
力
の
濫

用
を
見
逃
さ
な
い
視
点
を
学
び
直
す
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＜

隈＞

た
も
の
は
「
立
法
府
そ
の
他
に
よ
る
政
府
監
視
」

機
能
低
下
や
「
司
法
に
よ
る
政
府
監
視
」
そ
し
て

「
表
現
の
自
由
・
複
数
の
情
報
源
」
の
衰
退
だ
。

　

表
現
の
自
由
に
関
し
て
、
今
年
三
月
二
五
日
に

重
要
な
判
決
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
九
年
七
月
の
札

幌
市
で
安
倍
晋
三
首
相
（
当
時
）
の
街
頭
演
説
に

ヤ
ジ
を
飛
ば
し
、
道
警
の
警
察
官
に
違
法
に
排
除

さ
れ
た
と
し
て
男
女
二
人
が
道
に
損
害
賠
償
を
求

め
た
裁
判
で
、
札
幌
地
裁
は
排
除
行
為
の
違
法
性

を
認
め
た
。
そ
し
て
、
ヤ
ジ
は
「
公
共
的
・
政
治

的
表
現
行
為
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
」
と

し
、「
公
共
的
・
政
治
的
表
現
の
自
由
は
特
に
重

要
な
権
利
と
し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

指
摘
し
た
。
強
制
力
を
持
つ
警
察
が
力
尽
く
で
お

こ
な
っ
た
言
論
封
殺
に
、
司
法
が
違
法
性
を
認
定

し
た
意
味
は
大
き
い
。

　

判
決
を
報
じ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
読
み
な
が
ら
、
ロ

シ
ア
の
反
戦
デ
モ
で
逮
捕
・
連
行
さ
れ
て
い
く

人
々
、
生
放
送
中
に
「
戦
争
を
や
め
て
」「
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
を
信
じ
る
な
」
と
掲
げ
た
女
性
を
思
い

出
し
た
。
権
力
の
濫
用
を
許
せ
ば
、
強
権
的
な
独

裁
国
家
に
変
容
し
て
行
き
か
ね
な
い
。

　
「
日
本
は
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
た
」
と
安
堵
も
で

き
な
い
。
札
幌
地
裁
の
判
断
に
対
し
て
道
は
控
訴

し
、
鈴
木
直
道
知
事
は
「
表
現
の
自
由
と
、
し
っ

か
り
と
演
説
を
聴
け
る
環
境
づ
く
り
の
両
方
を
尊

重
す
る
こ
と
が
大
切
」
と
し
て
排
除
の
正
当
化
と

も
と
れ
る
言
葉
を
繰
り
返
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
も
「
演
説
を
静
か
に
聴
く
権
利
」
を
挙
げ
、

権威主義拡大の恐怖のなかで


